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令和４年第１回砂川市議会定例会

令和４年３月１０日（木曜日）第４号

〇議事日程

開議宣告

日程第 １ 議案第１３号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１４号 砂川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第１７号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１５号 砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１６号 砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

議案第１８号 砂川市税条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１９号 砂川市学童保育条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２１号 砂川市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

議案第２２号 砂川市地域交流センターの指定管理者の指定について

議案第２３号 砂川市ふるさと活性化プラザの指定管理者の指定について

議案第 ７号 令和４年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 令和４年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 令和４年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１０号 令和４年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１１号 令和４年度砂川市下水道事業会計予算

議案第１２号 令和４年度砂川市病院事業会計予算

散会宣告

〇本日の会議に付した事件

日程第 １ 議案第１３号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１４号 砂川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について

議案第１７号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１５号 砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１６号 砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改
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正する条例の制定について

議案第１８号 砂川市税条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１９号 砂川市学童保育条例の一部を改正する条例の制定について

議案第２１号 砂川市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

議案第２２号 砂川市地域交流センターの指定管理者の指定について

議案第２３号 砂川市ふるさと活性化プラザの指定管理者の指定について

議案第 ７号 令和４年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 令和４年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 令和４年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１０号 令和４年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１１号 令和４年度砂川市下水道事業会計予算

議案第１２号 令和４年度砂川市病院事業会計予算

〇出席議員（１２名）

議 長 水 島 美喜子 君 副議長 増 山 裕 司 君

議 員 中 道 博 武 君 議 員 多比良 和 伸 君

佐々木 政 幸 君 武 田 真 君

飯 澤 明 彦 君 増 井 浩 一 君

北 谷 文 夫 君 沢 田 広 志 君

辻 勲 君 小 黒 弘 君

〇欠席議員（０名）

〇 議 会 出 席 者 報 告 〇

１．本議会に説明のため出席を求めた者は次のとおりである。

砂 川 市 長 善 岡 雅 文

砂川市教育委員会教育長 髙 橋 豊

砂 川 市 監 査 委 員 栗 井 久 司

砂川市選挙管理委員会委員長 信 太 英 樹

砂 川 市 農 業 委 員 会 会 長 関 尾 一 史

２．砂川市長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

副 市 長 湯 浅 克 己

病 院 事 業 管 理 者 平 林 髙 之
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総 務 部 長
熊 崎 一 弘

兼 会 計 管 理 者

総 務 部 審 議 監 安 原 雄 二

市 民 部 長 河 原 希 之

保 健 福 祉 部 長 安 田 貢

経 済 部 長 中 村 一 久

経 済 部 審 議 監 東 正 人

建 設 部 長 近 藤 恭 史

建 設 部 技 監 小 林 哲 也

病 院 事 務 局 長 朝 日 紀 博

病 院 事 務 局 次 長 山 田 基

病 院 事 務 局 審 議 監 渋 谷 和 彦

総 務 課 長 板 垣 喬 博

政 策 調 整 課 長 井 上 守

３．砂川市教育委員会教育長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

教 育 次 長 峯 田 和 興

指 導 参 事 小 林 晃 彦

４．砂川市監査委員の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

監 査 事 務 局 長 山 形 譲

５．砂川市選挙管理委員会委員長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

選挙管理委員会事務局長 熊 崎 一 弘

６．砂川市農業委員会会長の委任を受け説明のため出席する者は次のとおりである。

農 業 委 員 会 事 務 局 長 中 村 一 久

７．本議会の事務に従事する者は次のとおりである。

事 務 局 長 為 国 修 一

事 務 局 次 長 川 端 幸 人

事 務 局 主 幹 山 崎 敏 彦

事 務 局 係 長 斉 藤 亜 希 子
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開議 午前１０時００分

◎開議宣告

〇議長 水島美喜子君 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。

議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

直ちに議事に入ります。

◎日程第１ 議案第１３号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第１４号 砂川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について

議案第１７号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定

について

議案第１５号 砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償

に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１６号 砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例の制定について

議案第１８号 砂川市税条例の一部を改正する条例の制定について

議案第１９号 砂川市学童保育条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

議案第２１号 砂川市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例

の一部を改正する条例の制定について

議案第２２号 砂川市地域交流センターの指定管理者の指定につい

て

議案第２３号 砂川市ふるさと活性化プラザの指定管理者の指定に

ついて

議案第 ７号 令和４年度砂川市一般会計予算

議案第 ８号 令和４年度砂川市国民健康保険特別会計予算

議案第 ９号 令和４年度砂川市介護保険特別会計予算

議案第１０号 令和４年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算

議案第１１号 令和４年度砂川市下水道事業会計予算

議案第１２号 令和４年度砂川市病院事業会計予算

〇議長 水島美喜子君 日程第１、議案第１３号 砂川市職員定数条例の一部を改正する

条例の制定について、議案第１４号 砂川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について、議案第１７号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の

制定について、議案第１５号 砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関す
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る条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１６号 砂川市特別職の職員の給与

及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第１８号 砂川市税条

例の一部を改正する条例の制定について、議案第１９号 砂川市学童保育条例の一部を改

正する条例の制定について、議案第２１号 砂川市病院事業管理者の給与及び旅費に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、議案第２２号 砂川市地域交流センターの

指定管理者の指定について、議案第２３号 砂川市ふるさと活性化プラザの指定管理者の

指定について、議案第７号 令和４年度砂川市一般会計予算、議案第８号 令和４年度砂

川市国民健康保険特別会計予算、議案第９号 令和４年度砂川市介護保険特別会計予算、

議案第１０号 令和４年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算、議案第１１号 令和４年

度砂川市下水道事業会計予算、議案第１２号 令和４年度砂川市病院事業会計予算の１６

件を一括議題といたします。

各議案に対する提案者の説明を求めます。

総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 （登壇） 私から議案第１３号から第１７号までご説明を申し

上げたいと思います。

初めに、議案第１３号 砂川市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてご説

明申し上げます。

改正の理由は、事務事業量に見合った人員配置に伴う教育委員会事務部局の職員の増員

による職員定数の見直しを図るため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市職員定数条例の一部を改正する条例

でありますが、改正の内容につきましては３ページ、議案第１３号附属説明資料の新旧対

照表によりご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が改正後となっており、

改正部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

第３条は、職員の定数についての定めであり、第５号の教育委員会の事務部局の職員定

数について「２８人」を５人増員し、「３３人」に改めるものであります。

教育委員会の事務部局については、小中学校の統合事業を円滑に進めるため、職員定数

を５人増員するものであります。

附則といたしまして、この条例は、令和４年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１４号 砂川市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由は、地方公務員の育児休業等に関する法律の趣旨を踏まえ、非常勤職員に係

る育児休業の取得要件の緩和など、育児と仕事の両立支援を図るため、本条例の一部を改

正しようとするものであります。

次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市職員の育児休業等に関する条例であ
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りますが、改正の内容につきましては３ページ、議案第１４号附属説明資料の新旧対照表

によりご説明申し上げます。向かいまして左側が現行、右側が改正後となっており、改正

部分につきましてはアンダーラインを表示しております。

第２条は、育児休業をすることができない職員の定めで、第２条第３号ア中、（ア）を

削り、（イ）中「非常勤職員として再度任用」を「引き続いて任命権者を同じくする職

（以下「特定職」という。）に採用」に改め、同号ア（イ）を同号ア（ア）とし、アに次

のように加える。（イ）勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員。

第１５条は、部分休業をすることができない職員の定めで、第２号中「次のいずれにも

該当する」を「勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める」に改め、

同号ア及びイを削る。

第１９条を第２１条とし、第１８条の次に次の２条を加えるもので、第１９条は、妊娠

又は出産等についての申出があった場合における措置等の定めであり、第１９条、任命権

者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したこと

その他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度そ

の他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認する

ための面談その他の措置を講じなければならない。

２、任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不

利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

第２０条は、勤務環境の整備に関する措置の定めであり、第２０条、任命権者は、育児

休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。

（１）職員に対する育児休業に係る研修の実施。

（２）育児休業に関する相談体制の整備。

（３）その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置。

附則といたしまして、この条例は、令和４年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１７号 砂川市職員諸給与条例の一部を改正する条例の制定につい

てご説明申し上げます。

改正の理由は、国家公務員の給与改定に準じ、本市職員の期末手当を改定するため、本

条例の一部を改正しようとするものであります。

第３３条は、期末手当の支給の額の定めであり、第３３条第１項中「１００分の１２７．

５」を「１００分の１２０」に改め、同条第２項中「１００分の７２．５」を「１００分

の６７．５」に改めるものであります。

附則として、第１項は施行期日の定めであり、この条例は、公布の日から施行するもの

であります。
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第２項は、令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置の定めであり、令和４年

６月に支給する期末手当の額は、改正後の砂川市職員諸給与条例第３３条第１項（同条第

２項を含む。）及び砂川市職員諸給与条例（以下「給与条例」という。）第３３条第４項

又は第４０条第１項から第３項まで若しくは第６項の規定にかかわらず、これらの規定に

より算定される期末手当の額（以下「基準額」という。）から、令和３年１２月に支給さ

れた期末手当の額に、同月１日（同日前１月以内に退職した者にあっては、当該退職をし

た日）における次の各号に掲げる職員（給与条例の適用を受ける者をいう。）の区分ごと

に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（以下「調整額」という。）を減じた

額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しな

い。

（１）再任用職員以外の職員１２７．５分の１５。

（２）再任用職員７２．５分の１０。

この附則は、今回の改正は令和３年度人事院勧告に基づく改正であり、１２月期末手当

の支給基準日となる１２月１日までに国家公務員の給与法改正が間に合わなかったことか

ら、令和３年度の引下げに相当する額を令和４年６月期末手当から減額することで調整を

行うものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

次に、議案第１５号 砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由は、国家公務員の給与改定に準じ、本市議会議員の期末手当を改定するため、

本条例の一部を改正しようとするものであります。

それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市議会議員の議員報酬、期

末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につき

ましては３ページ、議案第１５号附属説明資料の新旧対照表によりご説明を申し上げます。

向かいまして左側が現行、右側が改正後となっており、改正部分につきましてはアンダー

ラインを表示しております。

第５条は、期末手当の定めであり、第２項の表中、６月に支給する期末手当について在

職期間が６か月の「１００分の２２０」を１００分の５引き下げ、「１００分の２１５」

に、在職期間が３か月以上６か月未満「１００分の１１０」を１００分の２引き下げ、

「１００分の１０８」に、在職期間が３か月未満の「１００分の５７」を１００分の１引

き下げ、「１００分の５６」に改めるもので、１２月に支給する期末手当の額について、

在職期間が６か月の「１００分の２２５」を１００分の１０引き下げ、「１００分の２１

５」に、在職期間が３か月以上６か月未満の「１００分の１１３」を１００分の５引き下

げ、「１００分の１０８」に、在職期間が３か月未満の「１００分の５８」を１００分の

２引き下げ、「１００分の５６」に改めるもので、令和４年度以降の期末手当の支給率を
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定めるものであります。

附則として、第１項は施行期日の定めであり、この条例は、公布の日から施行するもの

であります。

第２項は、令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置の定めであり、令和４年

６月に支給する期末手当の額は、改正後の砂川市議会議員の議員報酬、期末手当及び費用

弁償に関する条例第５条第２項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手

当の額から、令和３年１２月に支給された期末手当の額に、２２５分の１５を乗じて得た

額を減じた額とするものであります。

この附則は、今回の改正が令和３年度人事院勧告に基づく改正であり、１２月期末手当

の支給基準日となる１２月１日までに国家公務員の給与法改正が間に合わなかったことか

ら、令和３年度の引下げに相当する額を令和４年６月期末手当から減額することで調整を

行うものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１６号 砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由は、国家公務員の給与改定に準じ、本市特別職の職員の期末手当を改定する

ため、本条例の一部を改正しようとするものであります。

それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市特別職の職員の給与及び

旅費に関する条例の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては３ペー

ジ、議案第１６号附属説明資料の新旧対照表によりご説明を申し上げます。向かいまして

左側が現行、右側が改正後となっており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示

しております。

第４条は、期末手当の定めであり、第４条第２項中「６月に支給する場合においては１

００分の２２０を、１２月に支給する場合においては１００分の２２５」を「１００分の

２１５」に改める。

附則として、第１項は施行期日の定めであり、この条例は、公布の日から施行するもの

であります。

第２項は、令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置の定めであり、令和４年

６月に支給する期末手当の額は、改正後の砂川市特別職の職員の給与及び旅費に関する条

例第４条第２項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令

和３年１２月に支給された期末手当の額に、２２５分の１５を乗じて得た額を減じた額と

するものであります。

この附則は、今回の改正は令和３年度人事院勧告に基づく改正であり、１２月期末手当

の支給基準日となる１２月１日までに国家公務員の給与法改正が間に合わなかったことか

ら、令和３年度の引下げに相当する額を令和４年６月期末手当から減額することで調整を
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行うものであります。

以上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 市民部長。

〇市民部長 河原希之君 （登壇） 私から議案第１８号 砂川市税条例の一部を改正す

る条例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改

正する法律により地方税法の一部が改正されたことに伴い、未就学児に係る国民健康保険

税の被保険者均等割額を減額するとともに、条文を整理するため、本条例の一部を改正し

ようとするものであります。

それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市税条例の一部を改正する

条例でありますが、改正の主な内容につきましては５ページ、議案第１８号附属説明資料

によりご説明申し上げます。附属説明資料、市税条例の改正要旨の表の構成につきまして

は、左から改正条項、改正項目、改正の内容、適用年月日となっております。

第１４７条は、案分率の定めであり、項の追加等に伴う条文整理であります。

第１５９条は、国民健康保険税の減額の定めであり、引用条項の変更等に伴う条文整理

及び未就学児の被保険者均等割額を５割減額するため、基礎課税額の被保険者均等割額に

ついて、７割減額の世帯は２，９８５円、５割減額の世帯は４，９７５円、２割減額の世

帯は７，９６０円、減額措置を受けない世帯は９，９５０円をそれぞれ減額し、後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額については、７割減額の世帯は８８５円、５割減額

の世帯は１，４７５円、２割減額の世帯は２，３６０円、減額措置を受けない世帯は２，

９５０円をそれぞれ減額する項を追加する改正規定であります。なお、この改正規定によ

って、未就学児に付加される被保険者均等割額は未就学児の均等割額が５割に減額となる

ものでありますので、それぞれ世帯区分に記載されている減額の額と同じになるものであ

ります。

１５９条の２は、特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例の定めであり、

引用条項の変更等に伴う条文整理であります。

附則第２７条は公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例の定め、附則

第２８条は上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例の定め、附則

第２９条は長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例の定め、附則第３１条は一般

株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例の定め、附則第３２条は上場

株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例の定め、附則第３３条は先物

取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例の定め、附則第３４条は土地の譲

渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例の定め、附則第３５条は特例適

用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例の定め、附則第３６条は特例適用配当等に係

る国民健康保険税の課税の特例の定め、附則第３７条は条約適用利子等に係る国民健康保
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険税の課税の特例の定め、附則第３８条は条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の

特例の定めであり、それぞれ項の追加に伴う条文整理であります。

次に、３ページにお戻りいただきたいと存じます。附則として、第１条は施行期日の定

めであり、この条例は、令和４年４月１日から施行するものであります。ただし、第１４

７条及び第１５９条（「係る」の次に「基礎課税額の」を加える部分に限る。）の改正規

定並びに第１５９条の２（「「総所得金額」」を「「総所得金額及び」」に改め、「第３

号において同じ。）」の次に「及び」を加える部分に限る。）の改正規定は、公布の日か

ら施行するものであります。

第２条は、経過措置の定めであり、この条例（前条ただし書に規定する改正規定を除

く。）による改正後の砂川市税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国民健康保険税

について適用し、令和３年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるも

のであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 安田 貢君 （登壇） 議案第１９号 砂川市学童保育条例の一部を改

正する条例の制定についてご説明申し上げます。

改正の理由でありますが、学童保育所を利用する児童の保護者負担を軽減するため、本

条例の一部を改正しようとするものであります。

初めに、改正の概要について若干申し上げますが、学童保育所の保育料は、事業の開始

以来国の補助金交付に係る原則的な考え方に基づき、運営経費の約５０％を保護者に負担

いただいてきましたが、近年は運営経費の増嵩から負担割合も３０％程度になっている状

況の中、改めて保育料の設定について検討を進め、令和３年度から導入いたしました減免

制度に続き、子育て支援の観点から保護者負担を軽減するため、通年及び短期入所児童の

保育料について改正するものであります。

次のページをお開き願います。砂川市学童保育条例の一部を改正する条例でありますが、

改正の内容につきましては３ページ、議案第１９号附属説明資料の新旧対照表によりご説

明申し上げます。向かいまして左が現行、右が改正後であり、改正部分にはアンダーライ

ンを表示しております。

第６条は、保育料の定めであり、第１項本文中「９，０００円」を「６，０００円」に、

同項ただし書中「３５０円」を「２４０円」に改め、第２項本文中「７００円」を「５０

０円」に、同項第１号及び第２号中「１万５００円」を「７，５００円」に、同項第３号

中「７，０００円」を「５，０００円」に改めるものであります。

附則として、この条例は、令和４年４月１日から施行するものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 病院事務局長。
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〇病院事務局長 朝日紀博君 （登壇） 議案第２１号 砂川市病院事業管理者の給与及

び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明が申し上げます。

改正の理由は、国家公務員の給与改定に準じ、病院事業管理者の期末手当を改定するた

め、本条例の一部を改正しようとするものであります。

それでは、次ページをお開きいただきたいと存じます。砂川市病院事業管理者の給与及

び旅費に関する条例の一部を改正する条例でありますが、改正の内容につきましては３ペ

ージ、議案第２１号附属説明資料の新旧対照表によりご説明申し上げます。向かいまして

左側が現行、右側が改正後となっており、改正部分につきましてはアンダーラインを表示

しております。

第４条は、期末手当の定めであり、第４条第２項中「６月に支給する場合においては１

００分の２２０を、１２月に支給する場合においては１００分の２２５」を「１００分の

２１５」に改めるものであります。

附則として、第１項は施行期日の定めであり、この条例は、公布の日から施行するもの

であります。

第２項は、令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置の定めであり、令和４年

６月に支給する期末手当の額は、改正後の砂川市病院事業管理者の給与及び旅費に関する

条例第４条第２項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、

令和３年１２月に支給された期末手当の額に、２２５分の１５を乗じて得た額を減じた額

とするものであります。

この附則は、今回の改正は令和３年度人事院勧告に基づく改正であり、１２月期末手当

の支給基準日となる１２月１日までに国家公務員の給与法改正が間に合わなかったことか

ら、令和３年度の引下げに相当する額を令和４年６月期末手当から減額することで調整を

行うものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 教育次長。

〇教育次長 峯田和興君 （登壇） 議案第２２号 砂川市地域交流センターの指定管理

者の指定についてご説明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市地域交流センター条例第７条の規定に基づ

き、指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものであります。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市地域交流センターであり、所在地

は砂川市東３条北２丁目３番地３であります。

２、指定管理者の名称は、特定非営利活動法人ゆうであります。

３、管理を行わせる期間は、令和４年４月１日から令和７年３月３１日までであります。

指定の理由でありますが、砂川市地域交流センターにつきましては、特定非営利活動法

人ゆうが指定管理者として管理運営体制が維持されており、その実績により、継続して当
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該法人を指定しようとするものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 経済部長。

〇経済部長 中村一久君 （登壇） それでは、私から議案第２３号 砂川市ふるさと活

性化プラザの指定管理者の指定についてご説明申し上げます。

地方自治法第２４４条の２第６項及び砂川市ふるさと活性化プラザ条例第６条の規定に

基づき、指定管理者を下記のとおり指定したいので、議会の議決を求めるものであります。

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地は、砂川市ふるさと活性化プラザであり、所

在地は砂川市北光３３６番地７であります。

２、指定管理者の名称は、砂川ハイウェイオアシス観光株式会社であります。

３、管理を行わせる期間は、令和４年４月１日から令和７年３月３１日までであります。

指定の理由でありますが、砂川市ふるさと活性化プラザにつきましては、砂川ハイウェ

イオアシス観光株式会社が指定管理者として管理運営体制が維持されており、その実績に

より、継続して当該法人を指定しようとするものであります。

以上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 総務部長。

〇総務部長 熊崎一弘君 （登壇） 議案第７号 令和４年度砂川市一般会計予算につい

てご説明を申し上げます。

最初に、予算書の１ページをお開きいただきたいと存じます。第１条は、歳入歳出予算

であります。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３１億７，０００万円と定める

ものであります。この予算は、令和３年度予算と比較いたしますと６，０００万円の増と

なり、対前年度比で０．５％の増となったところであります。

第２条は、地方債であります。９ページ、第２表、地方債に記載のとおり、公営住宅建

設事業債以下７件について限度額の合計を１１億８，６４０万円と定めるものであります。

第３条は、一時借入金であります。一時借入金の借入れの最高額を３０億円と定めるも

のであります。

第４条は、歳出予算の流用であります。同一款内で各項の間の経費の金額を流用するこ

とができる場合は、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生

じた場合と定めるものであります。

それでは、内容の説明を申し上げますが、市政執行方針の３０ページに令和４年度予算

大綱説明資料を添付しておりますので、これに沿ってご説明してまいります。歳出から説

明いたしますので、３４ページをお開きいただきたいと存じます。予算書におきましては

事業ごとに説明をしておりますので、説明資料につきましても同様な表示としているとこ

ろでございます。説明資料につきましては予算書のページを記載しておりますが、ページ

につきましては省略して説明をさせていただきます。また、各項目の頭に付してある一つ
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丸は継続事業であり、二重丸及びアンダーラインを付してあるのは新規事業あるいは臨時

事業であります。なお、括弧内の数字は前年度予算額であります。それでは、二重丸及び

アンダーラインの事業を中心に説明をしてまいります。

１款議会費は９，０７４万２，０００円で、前年度と比較して３０７万７，０００円の

減となります。

２款総務費は７億５，６２６万９，０００円で、前年度と比較して４億１，９６７万３，

０００円の減となります。

１目一般管理費の一つ丸、事務の改善に要する経費で備品購入費５万５，０００円は、

会議録作成等に利用するＡＩライティングレコーダーを購入するものであります。同じく

一つ丸、ふるさと応援寄附金に要する経費でふるさと応援寄附金業務委託料３，８４５万

３，０００円は、ふるさと応援寄附申込み情報等の管理業務を委託するものであります。

５目財産管理費の一つ丸、財産管理に要する経費で公共施設等総合管理計画策定委託料

４６８万６，０００円は、平成２７年度策定の砂川市公共施設等総合管理計画について各

公共施設の個別施設計画における費用効果額を盛り込んだ改定を行うため、１０年計画と

していた総合管理計画の見直しを図るものであります。同じく一つ丸、車両センターの管

理に要する経費で備品購入費７万１，０００円は、施設に設置している消火器を更新する

ものであります。同じく一つ丸、公用車の管理に要する経費で車両購入費３０３万９，０

００円は、老朽化している車両の更新であります。

１０目市民生活推進費の一つ丸、市民生活向上推進に要する経費で広告料２０万５，０

００円は人権啓発活動として人権をテーマとしたバス車内広告及び雑誌広告を実施するも

のであり、中空知地域公共交通策定負担金１０７万６，０００円は、地域における持続可

能な公共交通を維持し、赤字バス路線に対する国庫補助を受けるため、中空知地域の地域

公共交通の策定が必要となったため、協議会参加市町において計画策定費及び協議会運営

費を負担するものであります。同じく一つ丸、北地区コミュニティセンターの管理に要す

る経費で照明ＬＥＤ化改修工事費１，１７８万１，０００円は施設照明をＬＥＤ化するも

のであり、備品購入費５万９，０００円は消火器を更新するものであります。同じく一つ

丸、東地区コミュニティセンターの管理に要する経費で管理委託料４７万４，０００円は、

従来の管理委託料に加え、施設周辺の老朽化したネットフェンスの撤去費用を加えて委託

するものであります。

１１目情報化推進費の一つ丸、情報化推進に要する経費で光ファイバー保守点検委託料

１３万２，０００円は令和３年度中に整備が完了する公設光ファイバーの保守点検を委託

するものであり、デジタルトランスフォーメーション推進業務委託料１０５万６，０００

円は砂川市デジタルトランスフォーメーション推進本部長補佐官業務を業務委託するもの

であり、行政手続デジタル化ツール使用料３９万６，０００円は、市民の利便性の向上と

事務の効率化を図るため、アンケートや申請フォームを容易に作成することができるシス
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テムを導入するものであります。備品購入費７０２万７，０００円は、会計年度任用職員

が使用しているパソコンがＯＳの保守サポート期間が切れることから、更新するものであ

ります。

１２目電算管理費の一つ丸、電算管理に要する経費で情報システム標準化、共通化業務

委託料１５６万２，０００円は、情報システムを標準化するに当たり、標準仕様書と現行

システム使用の際の洗い出し等を行い、情報システムの標準化を進めるものであります。

１４目場外離着陸場費の一つ丸、場外離着陸場の維持管理に要する経費で備品購入費５

７万６，０００円は、消火器を更新するものであります。

１５目庁舎建設事業費の二重丸、庁舎建設事業費７，３１０万円は、旧庁舎跡地駐車場

整備工事であり、解体工事が完了した旧庁舎跡地に駐車場を整備するものであります。

１目徴税費の一つ丸、市税の賦課事務に要する経費でナンバープレート作製委託料６万

６，０００円は残数が少なくなった原動機付自転車第１種、第２種乙と小型特殊自動車の

ナンバープレートを作成するものであり、軽自動車税システム等改修委託料１６５万８，

０００円は軽自動車関係のオンライン化に伴うシステムの改修委託であります。

１目戸籍住民基本台帳費の一つ丸、戸籍住民台帳に要する経費で戸籍システム改修委託

料４６２万円は、マイナンバー制度に基づく情報連携等のため戸籍情報システムを改修す

るものであり、備品購入費１０２万７，０００円は、戸籍情報システムの改修に伴い生体

認証機、Ａ３スキャナーを購入するものであります。同じく一つ丸、住民基本台ネットワ

ークシステム管理に要する経費で備品購入費２３万５，０００円は、現在設置しているコ

ミュニティサーバーのタンパー装置の予備機を購入するものであります。同じく一つ丸、

個人番号カード交付に要する経費で事務補助員報酬７１６万７，０００円は番号カード交

付に要する事務補助員の報酬であり、器具等借り上げ料５６万７，０００円はマイナポー

タルの予約、申込み設定用のパソコン３台をリース契約するものであります。同じく二重

丸、住民票等コンビニ交付サービスに要する経費２，６２１万円は、窓口閉庁時や砂川市

外でもマイナンバーカードを利用し、コンビニエンスストア等で証明書を取得することが

可能となるよう、証明発行サーバーを構築、既存住基システムとの情報連携等を行うため

のシステム改修等を行うものであります。

２目参議院院議員選挙費の二重丸、参議院議員選挙の執行に要する経費１，６４４万４，

０００円は、今年度に実施される参議院議員選挙を執行する経費であります。

次に、３５ページ、３款民生費２１億１，２６５万３，０００円で、前年度と比較して

６７６万６，０００円の減となります。

１目社会福祉総務費の一つ丸、民生委員の活動に要する経費で退任民生委員記念品９万

円は、民生児童委員、主任児童委員の３年ごと一斉改選に際し、退任される方に対し記念

品を贈呈するものであります。同じく二重丸、生活困窮者自立支援金支給事業に要する経

費１０５万８，０００円は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることに伴
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い、生活保護に準じる水準にある困窮世帯の自立支援のため、支援金を給付するものであ

ります。

２目障害者福祉総務費の二重丸、障害者計画策定に要する経費４９８万円は、障害者基

本法により策定が義務づけられている市町村における障害者のための施策に関する基本的

な計画、第４次砂川市障害者計画を策定する経費であります。

４目身体障害者福祉費の二重丸、福祉医療システムに要する経費１６５万８，０００円

は、後期高齢者医療制度において一定所得以上の方に限り窓口負担割合が２割負担となる

ことを受け、重度心身障害者医療受給者の負担割合判定等に係る福祉医療システムを改修

するものであります。

６目老人福祉費の一つ丸、老人憩の家の管理に要する経費で備品購入費２５万８，００

０円は、施設に設置されている消火器を更新するものであります。

８目ふれあいセンター費の一つ丸、ふれあいセンターの管理に要する経費で屋上改修工

事費７，５６４万７，０００円は、建築後３０年が経過し、施設の延命化、長寿命化を図

るため、砂利仕上げを撤去し、アスファルト防水の全面改修を行うものであり、備品購入

費４４万７，０００円は除雪機が老朽化しているため、更新するものであります。

１目児童福祉総務費の一つ丸、児童の養育に要する経費で児童手当システム改修委託料

１４万５，０００円及び一つ丸、母子父子福祉に要する経費で児童扶養手当システム改修

委託料２１万１，０００円は、マイナンバーを活用した情報連携を行うため、システム及

びＩＤ連携サーバーの改修を行うものであります。

４目子育て支援費の一つ丸、幼稚園運営支援に要する経費で処遇改善事業費補助金９２

万５，０００円は、国により新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が

重なる最前線において働く人々の処遇改善のための臨時特例交付金が創設されたことに伴

い、砂川天使幼稚園の職員給与の処遇改善額を補助するものであります。

５目保育所費の一つ丸、保育所の運営管理に要する経費で備品購入費４６万３，０００

円は、施設の安全管理上必要なアルミフェンス、消火器の更新及びその他の備品の購入費

であります。

４款衛生費は７億９４３万８，０００円で、前年度と比較して９，３８７万３，０００

円の増となります。

１目保健衛生費の一つ丸、保健衛生対策に要する経費で健康管理システム改修等委託料

４２２万９，０００円は、現在使用中の健康管理システムのサーバー更新とそれに伴うシ

ステム連携、ネットワークの修正対応及び地域保健、健康増進法の調査票の改正に伴うシ

ステム改修費用であります。

２目予防費の二重丸、新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費５，７０９万円は、

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの予防接種について、２回目の接種完了から６

か月以上経過した高齢者、７か月経過した１８歳以上から６４歳の市民を対象に３回目の
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接種及び１、２回目の接種完了していない１２歳以上の市民を対象とした接種を実施する

経費であります。

１目ごみ処理費の一つ丸、ごみ収集処理に要する経費で修繕料９０３万６，０００円は、

焼山ごみ処理場の浸出水処理施設等の老朽化が進んでいることから、浸出水処理施設高圧

洗浄機取替え修繕及び支障木の伐木を行うもので、焼山ごみ処理場改修実施設計委託料１，

１７５万２，０００円は、埋立計画更新に当たり、施設を継続使用するための課題、留意

点を整理し、今後も安定的な最終処分を行うため必要な調査を行うものであり、浸出水処

理施設中央動力制御盤更新工事費５５０万円は設備の老朽化に伴い、更新する工事を行う

ものであり、備品購入費１１万９，０００円は消火器の更新をするものであります。

５款労働費は１，３１０万５，０００円で、前年度と比較して１１５万２，０００円の

増となります。

１目労働諸費の二重丸、若年者就労支援事業に要する経費６２万４，０００円は、市内

企業の魅力発信を行うとともに、砂川市雇用創出協議会が主体となり、若者のキャリアデ

ザインを推進することで雇用創出を図り、地元での就職につながる環境づくりを推進する

ため、新入社員向け研修会やジョブスタ事業の講師謝礼や子育て世代向け企業情報チラシ

の作成などの経費であります。同じく二重丸、ＵＩＪターン新規就業支援補助金１００万

円は、北海道との共同事業により北海道ＵＩＪターン新規就業支援事業を実施し、東京圏

から砂川市へのＵＩＪターンによる起業、就業者に対し、支援金の給付を行うことで起業、

就業の促進を図り、市内企業の人材確保につなげるものであります。

６款農林費は１億２，２８３万４，０００円で、前年度と比較して３，０９５万円の減

となります。

２目農業振興費の一つ丸、鳥獣被害対策に要する経費で鳥獣忌避装置設置等委託料５３

万４，０００円は忌避装置の設置、撤去及びバッテリー交換作業を委託するもので、備品

購入費５６９万６，０００円はヒグマの位置を特定し、地域住民への安全対応を行うため

のサーモグラフィーカメラ付のドローンを購入するもので、その他備品購入費はヒグマ用

忌避装置と監視カメラを購入するものであります。同じく一つ丸、新規就農育成支援事業

に要する経費で新規就農者支援事業補助金１５万円は、新規就農者について農用地の賃借

料の一部を補助するものであります。同じく一つ丸、北吉野コミュニティセンターの管理

に要する経費で備品購入費３万６，０００円は、消火器を更新するものであります。

３目農業基盤整備事業費の一つ丸、農業農村整備に要する経費で道営北光袋地地区水利

施設等保全高度化事業負担金９２５万円は、タマネギは収穫量や品質などに天候が影響す

るが、北光袋地地区は北海土地改良区の区域外であり、かん水体制が整備されておらず、

干ばつに対応できないことから、道営事業を活用したかん水体制の整備を推進するための

負担金であります。

１目林業振興費の一つ丸、林業振興対策に要する経費で市有林整備委託料２８万８，０
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００円は、市有林を整備するため、平成２９年度、令和元年度に植林した箇所について下

刈り等を実施するものであります。同じく二重丸、森林経営管理に要する経費７６４万６，

０００円は、森林経営管理法に基づき経営や管理が適切に行われていない森林について適

切な経営や管理の確保を図るため、市が仲介役となり、森林所有者と意欲と能力のある森

林経営者をつなぐシステムを構築するため、所有者の意向を確認するとともに、経営管理

が円滑に行われるよう、路網の整備工事費及び森林環境譲与税を基金に積み立てるもので

あります。

次に、３６ページ、７款商工費は６億１，０３５万２，０００円で、前年度と比較して

４億２，６５０万４，０００円の増となります。

１目商工振興費の一つ丸、商工業振興対策に要する経費で商業街路灯無電柱化工事費補

助金１，２８５万４，０００円は、国道１２号の共同溝工事に伴い、工事対象区間にある

各商店会が管理する商業街路灯への電線を地中から引く工事を実施する各商店会に対し、

工事費用を全額補助するものであります。同じく一つ丸、商工業金融対策に要する経費で

保証融資利子補給交付金（緊急対策分）４３２万６，０００円は、コロナ禍において経営

等が困難となるなど影響を受けている市内事業者に対して経営支援を実施するもので、緊

急対策として運転資金の保証融資に係る利子及び保証料について全額を交付するための経

費であり、融資を受けやすいよう、返済の据置期間を設けるとともに融資額別償還期限の

設定を１区分とするものであります。また、制度融資預託金（緊急対策分）１，０００万

円は、この緊急対策分の制度融資に必要な銀行への預託金であります。同じく一つ丸、ま

ちなか集客施設の運営管理に要する経費で建物借り上げ料５９万４，０００円は、駅前地

区整備の期間中、現観光協会の一部に活動拠点を移すもので、家賃を新たに負担するもの

であります。同じく二重丸、地域ブランド構築に要する経費５５９万８，０００円は、市

内の中小企業者の活性化のために様々な関係者にて地域ブランドをつくっていく必要があ

り、そのチーム及び中心となる人材を育成する費用であり、旅費、業務委託料などであり

ます。同じく二重丸、地方創生臨時交付金事業（地域経済対応分）に要する経費９，３７

３万２，０００円は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者が行う売上げ

向上を図るための広告宣伝事業に対し、補助率２分の１以内、１件当たり補助上限３０万

円の補助を行う広告宣伝支援補助金、来店者が安心して店舗を利用できるようアクリル板

設置等の感染対策を実施し、北海道飲食店感染防止対策認証、第三者認証の認証を受けた

飲食店に対し、この認証取得に係る費用の一部として給付金を１店舗当たり１０万円支給

する飲食店第三者認証取得促進給付金、商工会議所が継続して実施するプレミアム商品券

発行事業に対し、その経費の一部を補助することにより新型コロナウイルス感染症の影響

により落ち込んだ市内消費活動を喚起し、売上げの早期回復を支援するもので、１セット

７，５００円の商品券をプレミアム率５０％として５，０００円で販売するプレミアム商

品券発行事業補助金、令和４年度の夏及び冬の大売出し商戦に向け、砂川商店街連合会加
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盟店に利用範囲を限定した商品券を発行し、地元商店街における直接的な購買行動を促し、

中心市街地及び商店街の活性化を図る商店会連合会商品券発行事業補助金、商店街におい

て実施する砂商連商品券発行事業への加盟店全店舗の参加を促すため、参加店舗が支払う

初回抽せん券の購入費用を助成する商店会連合会商品券発行事業参加支援補助金、中小企

業に対し新たに商品、サービス、業務プロセスの管理、組織運営の改善などにＩＴツール

等を導入するための費用を補助することで生産性向上、業務の効率化により事業拡大、売

上げ増加を図るもので、補助率５分の４以内で補助上限額３０万円とする中小企業デジタ

ル化推進補助金、店舗の感染予防、衛生対策に係る費用を補助することにより店舗への集

客力の向上を図るとともに、来訪者や来客に対し安全、安心な環境整備を図るもので、店

舗等における衛生管理向上に対する取組、消耗品や備品購入などに対して補助率５分の４

以内で１件当たり補助上限５万円及び店舗や事務所における感染対策工事などに対する取

組、換気扇整備などには補助率５分の４以内で１件当たり補助上限３０万円とする店舗等

衛生対策支援補助金であります。

２目企業誘致費の二重丸、東京砂川会に要する経費６４万８，０００円は、本年度開催

する東京砂川会総会の開催経費であります。

３目観光費の一つ丸、イベントに要する経費で納涼花火大会補助金２００万円は、打ち

上げ開始から５０回目の節目となり、また商工会議所創立７０周年を迎えたことにより、

記念事業として規模を拡大して実施することから、補助するものであります。同じく二重

丸、スイートロード事業補助金５８万６，０００円は、砂川のお菓子の魅力でまちのイメ

ージアップと市外消費者の誘客を図るすながわスイートロード協議会に、活動を円滑に実

施するため、経費の一部を補助するものであります。同じく一つ丸、観光客の誘客の推進

に要する経費で空知太歓迎塔改修工事費３６３万円は、経年劣化が進んでいることから、

本体の塗装及び文字盤シートを改修するものであります。同じ二重丸、忠臣蔵サミットに

要する経費２００万５，０００円は、参加都市持ち回りで実施されている忠臣蔵サミット

義士親善友好都市交流会議が昨年度は本市で開催予定であったが、本年度に延期となった

ことから、実行委員会に対し交付する運営経費などであります。同じく二重丸、地方創生

臨時付近事業（地域経済対応分）に要する経費３７１万１，０００円は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響により落ち込んだ観光需要を回復させるため、市内飲食店やスイートロ

ード加盟店舗、観光拠点と連携したデジタルスタンプラリーを開催する費用を補助するス

イートロード事業補助金、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ観光需要の

回復に向け、店舗の環境をよりよくすることを目的にＷi―Ｆi設備の導入を行う中小企業

者に対し、整備に係る費用の一部を補助する観光客受入れ環境整備費補助金であります。

４目活性化プラザ費の一つ丸、活性化プラザの管理に要する経費で照明ＬＥＤ化改修工

事費１，９５０万３，０００円は照明器具をＬＥＤ化するための経費であり、備品購入費

６０万２，０００円は屋内遊具広場に魅力ある遊具を増やすものであります。
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５目駅前地区整備事業費の二重丸、駅前地区整備事業費３億２，７００万７，０００円

は、駅前地区ににぎわいと新たな活力を生み出すことを目的として施設整備を進めており、

令和４年度は建設工事を見据えた詳細な設計書や仕様書等を作成する実施設計に着手する

ほか、既存建築物の解体工事を実施するとともに、土地開発基金が先行取得した当該用地

の買戻しを行うものであります。

８款土木費は１３億８，２１９万９，０００円で、前年度と比較して１，７１５万８，

０００円の増となります。

２目道路橋梁維持費の一つ丸、道路橋梁の維持に要する経費で橋梁長寿命化修繕計画策

定委託料８００万円は、平成２５年策定の橋梁長寿命化修繕計画について計画変更を行う

ものであります。同じく二重丸、道路橋梁修繕工事費１億３４６万４，０００円は、東豊

沼橋の修繕工事、南４号橋の設計委託、３路線の道路排水修繕工事、橋梁点検などであり

ます。同じく一つ丸、流雪溝の維持管理に要する経費で工事請負費２４１万４，０００円

は、流雪溝表示装置修繕工事及び流雪溝ポンプパッキン交換工事であります。

３目道路橋梁新設改良費の二重丸、道路橋梁新設改良事業費３億９，５９８万６，００

０円は、記載のとおり改良舗装等工事１１路線、測量設計委託９件、街路灯設置等工事で

あります。

１目河川費の二重丸、護岸改修事業費２，３１１万８，０００円は、南５号川護岸改修

工事及び測量設計委託、奈江豊平川護岸改修工事に係る地質調査委託であります。

１目都市計画総務費の二重丸、ＪＲ砂川駅設備改善事業に要する経費１４万９，０００

円は、高齢者や障がい者をはじめとする市民が安全かつ快適に利用できるよう、ＪＲ砂川

駅の東口整備に向けた協議検討を進めるとともに、ホーム待合室の維持管理を行う経費で

あります。

２目公園管理費の一つ丸、公園の維持管理に要する経費で工事請負費１，８００万円は、

長寿化計画に基づき市内公園の遊具の修繕を行う公園施設長寿命化遊具修繕工事、公園敷

地のり面及び擁壁下からの浸透水の影響によりのり面の一部が３か所隆起していることが

判明したため、改修を行うこもれびのプラザ東のり面改修工事、老朽化によるポンプを更

新する北光公園給水設備ポンプ更新工事、屋根が経年劣化により損傷しているので、補修

を行う北光公園ステージ屋根補修工事、備品購入費１７万６，０００円は北光公園管理用

刈り払い機２台を更新するものであります。

次に、３７ページ、１目市営住宅管理費の一つ丸、市営住宅の管理に要する経費でアス

ベスト調査委託料１５６万８，０００円は、令和２年の法改正により、建物の解体や内部

改修等を行う際、人体への影響のある石綿成分が含有されていないか事前調査することが

義務づけられたため、解体予定の宮川団地などの各建材について調査を行うものであり、

工事請負費５，５９６万８，０００円は住み替えに伴い用途廃止した住棟を解体する宮川

団地解体工事及び壁、窓の断熱化や浴室等の改修を行う東町団地内部改修工事を行うもの



－110－

であります。同じく一つ丸、改良住宅の管理に要する経費でアスベスト調査委託料１０４

万５，０００円は、法改正により建物内部改修に伴う際に事前調査することが義務づけら

れたため、改修予定の宮川中央団地の各建材について調査を行うものであり、工事請負費

１億５，８８５万１，０００円は、長寿命化を図る北光団地屋根、外壁改善工事、壁、窓

の断熱化、浴室等の改修をいう宮川中央団地内部改修工事、老朽化に伴い年次計画で非常

用照明を更新している宮川中央団地非常用照明ＬＥＤ化改修工事及び物置を改修する宮川

中央団地物置改修工事、灯油タンクの老朽化に伴う改修を行う宮川中央団地灯油タンク改

修工事を行うものであります。

２目住宅管理費の二重丸、ハートフル住まいる推進事業に要する経費６，０５０万円は、

定住促進とまちなか居住への誘導及び良質なストック形成、地元企業の利用促進を目的と

した高齢者の住宅の安全対策改修工事に係る高齢者等安心住まいる住宅改修補助金、主に

改修工事に対する永く住まいる住宅改修補助金、新築、中古購入に係るまちなか住まいる

等住宅促進補助金、空き家等の解消を目的とする老朽住宅除却費補助金、自然エネルギー

の活用の促進を目的とする住宅用太陽光発電システム導入費補助金であります。同じく二

重丸、空家等対策計画策定に要する経費３０４万２，０００円は、平成２８年度に策定し

た砂川市空家等対策計画について令和４年度に終了を迎えることから、これまでの取組を

検証し、さらなる空き家等対策の推進を図るため、計画を策定するものであります。同じ

く二重丸、住み替え支援事業に要する経費２，０１２万９，０００円は、住み替えや移住、

定住の促進を図る登録物件促進補助金、移住促進補助金、子育て世帯や若年夫婦の住み替

えを支援する同居近居促進補助金、子育て支援補助金、市内の医療機関や介護施設等に勤

務する医療、介護従事者に補助する医療介護従事者移住定住促進補助金の各種補助金のほ

か、公共的な利用の見込めない宮川団地跡地の一部について住宅ニーズに対応した宅地分

譲のための用地確定測量を行うものであります。

９款消防費は４億１，４２２万２，０００円で、前年度と比較して２４２万９，０００

円の増となります。

２目災害対策費の一つ丸、災害対策に要する経費でハザードマップ印刷費１３９万７，

０００円は、災害対策基本法の改正により避難勧告が廃止され、避難指示に一本化された

ことや北海道による土砂災害警戒区域の指定など災害対策の情報を市民に提供するため、

現行ハザードマップの更新を行うものであり、修繕料１６万４，０００円は発電機及び水

中ポンプのメンテナンスを行う費用であり、備蓄品購入費３０万３，０００円は賞味期限

が迫る非常用食料品を購入し、備蓄を進めるものであります。

１０款教育費７億８，５３９万５，０００円で、前年度と比較して２，０６９万３，０

００円の増となります。

２目事務局費の二重丸、市立小中学校の適正規模、適正配置の検討に要する経費１１７

万４，０００円は、統合準備委員会及び小中一貫教育推進委員会を引き続き設置し、適正
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配置等に必要な具体的事項の調査研究を行うための経費であります。

１目小学校管理費の一つ丸、学校の管理に要する経費で工事請負費７５４万６，０００

円は、老朽化が著しい豊沼小学校プールろ過機改修工事、豊沼小学校プール上屋支柱改修

工事を行うものであり、備品購入費２６７万４，０００円は学校の消火器の更新、豊沼小

学校用歩行芝刈り機の更新、教材備品購入費であり、楽器購入費２５０万４，０００円は

楽器購入に対する寄附金を活用し、各小学校に楽器を購入するものであります。

２目小学校教育振興費の一つ丸、特別支援教育に要する経費で特別支援学級生活支援員

報酬４１１万円は、生活支援員３名分であります。二重丸、市費教員任用に要する経費５

６６万２，０００円は、北光小学校の複式学級に児童の学習をサポートする支援員２名を

配置する経費であります。

１目中学校管理費の一つ丸、学校の管理に要する経費で修繕料２９０万８，０００円は、

砂川中学校敷地内の北側樹木のうち、倒木等の危険性のある樹木を伐採、剪定する経費及

び経常的な修繕経費等であります。備品購入費１０７万６，０００円は、消火器の更新、

教材備品購入費などであり、楽器購入費８９万５，０００円は楽器購入に対する寄附金を

活用し、砂川中学校に楽器を購入するものであります。同じく二重丸、市立中学校の統合

に要する経費７，３５７万４，０００円は、中学校統合に伴い、指定用品の買換えが必要

となる制服、ジャージ、学用品について補助するほか、中学校統合時に必要となるスクー

ルバス３台の購入及び実証調査運行を委託するものであります。また、統合に先立ち、学

校間連携事業を実施するものであります。

１目社会教育費の一つ丸、文化財保護に要する経費で史跡記念碑、標柱等修繕料１４９

万６，０００円は、砂川市の史実を伝えるため市内に設置している史跡記念碑、標柱等に

経年劣化が見られることから、計画的に修繕を行うものであり、標柱３か所、記念碑１基

の修繕を行うものであります。同じく一つ丸、青少年健全育成事業に要する経費で講師謝

礼１万円は木育推進事業における講師の謝礼であり、消耗品費３５万７，０００円はあい

さつ運動推進のためポールなど用品の更新のほか、他の事業における消耗品であります。

同じく一つ丸、地域交流センターの運営管理に要する経費で工事請負費６，７０７万８，

０００円は、ＩＣＴ化の進展やコロナ禍によりオンラインやリモートによる研修等の利用

が増加傾向にあることから、インターネット通信環境整備工事を行うほか、貸し館事業の

持込み機器への対応や将来的な施設の利用価値、維持等のため、大ホール等映像設備改修

工事及び大ホール等照明設備工事を行うものであります。備品購入費１２６万３，０００

円は、ＩＴ交流室用パソコンの更新、司会者台の購入、消火器の更新を行うものでありま

す。

２目公民館費の一つ丸、公民館の講座に要する経費で講師謝礼７７万円は、高齢者等ス

マートフォン体験教室の講師謝礼、市民大学講師謝礼などであります。同じく一つ丸、公

民館の管理に要する経費で備品購入費３６万８，０００円は、消火器の更新であります。
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３目図書館費の一つ丸、図書館の運営管理に要する経費で照明ＬＥＤ化改修工事費１，

４３９万９，０００円は、施設管理のコストを削減するとともに館内環境の改善を図り、

利用者の利便性を向上させるため照明のＬＥＤ化を行うもので、備品購入費１０１万９，

０００円は図書収納用及び一般展示用書架などを購入するものであり、図書購入費５２８

万６，０００円は毎年度購入する図書に加え、寄附を活用し、乳幼児から成年まで対象と

した図書を購入するものであります。

１目市民スポーツ推進費の一つ丸、海洋スポーツの振興に要する経費で備品購入費２８

万円は、ローボートに代えて７人乗り用スタンドアップパドルボートと１人乗り用スタン

ドアップパドルボートを配置するものであります。同じく二重丸、地域おこし協力隊に要

する経費１，２２６万４，０００円は、トレーニング機器を利用した健康、体力づくりを

主眼とした事業の実施や他部署と連携した事業を展開することで地域の健康増進を推進す

ることを目的として地域おこし協力隊を１名増やし、３名配置するためのものであります。

次に、３８ページ、２目体育施設費の一つ丸、総合体育館の管理に要する経費で修繕料

９８万１，０００円はボイラー室真空ヒーター部品交換、非常用出口誘導灯ランプ取替え

等の修繕費であり、備品購入費６１万７，０００円は老朽化している刈り払い機の更新、

生け垣バリカンの購入、消火器の更新を行うものであります。同じく一つ丸、海洋センタ

ーの管理に要する経費で備品購入費２７万７，０００円は、バドミントンの支柱の購入と

消火器を更新するものであります。同じく一つ丸、市営野球場の管理に要する経費で防球

フェンス設置工事費１，７６５万５，０００円は、ファールボールによる歩行者や通行車

両の事故防止のため、球場１塁側に防球フェンスを設置するものであります。同じく一つ

丸、陸上競技場の管理に要する経費で修繕料１０９万円は、経年劣化による分電盤の修繕

及び外部スピーカーを修繕するものであります。

１目給食センター費の一つ丸、学校給食の実施に要する経費で工事請負費３，４３９万

４，０００円は、経年劣化により漏えいなどが発生しているため更新する暖房給湯系統循

環ポンプ更新工事、経年劣化のため剥がれや穴、ゆがみなどが発生しているため調理室等

床改修工事を行うもので、開設当初のままの屋根、壁が経年劣化によりさびや腐食が発生

しているため屋根、外壁改修工事を行うものであり、備品購入費１７万６，０００円は消

火器の更新を行うものであります。

１１款公債費は１３億６８２万９，０００円で、前年度と比較して６，７９０万３，０

００円の増となります。

１２款諸支出金は３４億４，１９７万２，０００円で、前年度と比較して７，７０５万

８，０００円の減となります。増減については、１目国保会計繰出金で１０１万３，００

０円の減であり、２目下水道会計繰出金は５２２万８，０００円の減であり、３目病院会

計繰出金は７，２６３万８，０００円の減であり、４目介護保険会計繰出金は６２万９，

０００円の減であり、５目後期高齢者医療会計繰出金は８２４万９，０００円の増となっ



－113－

ております。

１３款職員費は１４億１，８９９万円で、前年度と比較して３，２１８万８，０００円

の減となります。

１目職員費で一つ丸、職員の給与等に要する経費で給料で５８万７，０００円の減、職

員等で１，３１２万５，０００円の減、共済費で１，８５２万５，０００円の減、災害補

償費で４万９，０００円の増であります。

以上が歳出であります。

次に、歳入について申し上げますが、戻っていただきまして３０ページを御覧いただき

たいと存じます。主なもののみ説明してまいります。

１款市税は１９億６，５４５万３，０００円で、前年度と比較して５，０７６万９，０

００円の増となりますが、主な要因につきましては個人市民税で２，２１４万２，０００

円の減、法人市民税で１，５８０万９，０００円の増、固定資産税で中小事業者等への固

定資産税の軽減制度の廃止等により４，９４８万７，０００円の増、同様に都市計画税で

７１１万７，０００円の増であります。

６款法人事業税交付金は２，２８１万４，０００円で、前年度と比較して１，４０７万

８，０００円の増となります。

７款地方消費税交付金は４億５，９００万円で、前年度と比較して１，８００万円の増

となります。

次に、３１ページ、１０款地方特例交付金１，２７１万４，０００円で、前年度と比較

して５，６１６万６，０００円の減となりますが、主な要因につきましては固定資産税、

都市計画税の軽減制度による減収を補填した地方税減収補填特別交付金５，８７７万円の

減が主なものであります。

１１款地方交付税は５１億５００万円で、前年度と比較して１億７，５００万円の増と

なりますが、地方財政対策では前年度比６，１５３億円の増額が示されているところであ

り、普通交付税は前年の実績から包括算定経費のマイナス８％など国が示した推計伸び率

に起債償還分を加え、さらには臨時財政対策債振替額を国で示した伸び率を基に前年度実

績からマイナス５５％と推計し、基準財政需要額を１億４，７９０万円の増額を見込み、

基準財政収入額は市民税の減が見込まれることから２，７１０万円の減額を見込み、普通

交付税で差引き１億７，５００万円の増を見込んだものであります。

１４款使用料及び手数料は３億４，７２８万３，０００円で、前年度と比較して２，６

８４万２，０００円の減であり、市営住宅使用料２，４９３万３，０００円の減が主なも

のであります。

次に、３２ページ、１５款国庫支出金は１３億６，５８７万３，０００円で、前年度と

比較して２億３３７万７，０００円の増となります。主な要因につきましては、２目衛生

費国庫負担金で新型コロナウイルスワクチン接種対策費の１，６９７万８，０００円の皆
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増、２目教育費国庫補助金でへき地児童生徒援助事業費１，１２５万円の皆増、学校施設

環境改善交付金事業費１，０６６万円の皆減、４目総務費国庫補助金で社会保障・税番号

活用推進費１，０４５万１，０００円の増、地方創生臨時交付金事業費１億１，５０７万

３，０００円の皆増、５目衛生費国庫補助金で新型コロナウイルスワクチン接種体制確保

事業費３，９８８万の皆増、６目商工費国庫補助金で空き家対策総合支援事業費４，５７

３万９，０００円の皆増などであります。

１６款道支出金は５億７，８５０万８，０００円で、前年度と比較して３，２３５万５，

０００円の減となります。主な要因につきましては、３目農林費道補助金で農業基盤奨励

費２，２７７万円の減、１目総務費道委託金で参議院議員選挙費１，６４４万４，０００

円の皆増、衆議院議員選挙費１，４９３万４，０００円の皆減などであります。

次に、３３ページ、１９款繰入金は９億２，０６３万１，０００円で、前年度と比較し

て２億３，５１９万円の減となります。主な要因につきましては、財政調整基金繰入金で

９，０００万円の増、ふるさと納税などの寄附金を積み立てた基金から各事業に充当する

まちづくり事業基金繰入金１，４３８万７，０００円の減、社会福祉事業振興基金繰入金

４，９５１万６，０００円の増、庁舎建設工事に充当する庁舎整備基金繰入金３億６，１

１９万３，０００円の減であります。

２２款市債は１１億８，６４０万円で、前年度と比較して４，５２０万円の減となりま

す。主な要因につきましては、１目土木債で１，３５０万円の増、２目過疎対策事業債で

２億５，７３０万円の増、３目臨時財政対策債で２億３，１４０万円の減、４目緊急防災

・減災事業債で３，０１０万円の増、５目公共施設等適正管理推進事業債で１億１，９３

０万円の減、６目緊急自然災害防止対策事業債で２，１７０万円の増が主なものでありま

す。

以上が歳入でありますが、予算書の２７６ページ以降には給与費明細書、債務負担行為

に関する調書、地方債に関する調書を添付しておりますので、ご高覧の上、よろしくご審

議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 議案第８号の提案説明は休憩後に行います。

１０分間休憩いたします。

休憩 午前１１時１１分

再開 午前１１時２０分

〇議長 水島美喜子君 休憩中の会議を開きます。

議案第８号の提案説明を求めます。

市民部長。

〇市民部長 河原希之君 （登壇） 私から議案第８号、議案第１０号についてご説明申

し上げます。

初めに、議案第８号 令和４年度砂川市国民健康保険特別会計予算についてご説明申し
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上げます。

予算書の２８９ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予

算の総額は歳入歳出それぞれ２０億３，３１２万６，０００円と定めるものであります。

第２条は、一時借入金であり、一時借入金の借入れの最高額は３億円と定めるものであ

ります。

第３条は、歳出予算の流用であり、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費を各項の間で流用することができると定めるも

のであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。３１２ページをお開き願い

ます。１款総務費、１項１目一般管理費で対前年比１２０万７，０００円の減は、主に一

般管理事務に要する経費の電算事務負担金の皆減によるものであります。なお、一般管理

事務に要する経費のうち、アンダーラインを付しておりますシステム改修委託料７９万９，

０００円は、国保標準システムを稼働するため構築されている北海道クラウドの機器変更

に伴い、データ連携の設定変更等に対応するためシステムを改修するものであります。

３１８ページをお開き願います。２款保険給付費、１項１目療養給付費で対前年比１，

５００万円の減、２項１目高額療養費で対前年比３００万円の減は、それぞれ令和３年度

の決算見込みに基づき推計したことによるものであります。

また、４項１目出産育児一時金で対前年比８４万円の減は、近年の出産件数の減少に基

づき推計したことによるものであります。

３２２ページをお開き願います。３款国民健康保険事業費納付金で対前年比４，４６０

万２，０００円の減は、本年１月に北海道が行った令和４年度国保事業費納付金本算定に

より、全道の保険給付費に必要な費用を各市町村の被保険者数、所得及び医療費等の状況

に応じて案分した金額であります。

３２６ページをお開き願います。５款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費で対

前年比１４９万４，０００円の増は、主に特定健診の集団健診に係る健診単価の増による

健診委託料の増によるものであります。

３３０ページをお開き願います。６款基金積立金、１項１目基金積立金で対前年比５万

円の増は、国保基金積立金の増によるものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては２９３ページ、総括でご説明させていた

だきます。１款国民健康保険税は２億２６２万円で、対前年比１，５６４万９，０００円

の減であり、主に被保険者数の減による所得割、均等割の減によるものであります。

２款道支出金は１６億５，４７６万２，０００円で、対前年比４，７５３万９，０００

円の減であり、主に保険給付費減に伴う保険給付費等交付金普通交付金の減、保険給付費

等交付金特別交付金のうち、特別調整交付金の減によるものであります。

３款財産収入は７７万円で、対前年比５万円の増であり、基金運用による利子の増によ
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るものであります。

４款繰入金は１億７，３７０万４，０００円で、対前年比１０８万５，０００円の減で

あり、一般会計繰入金のうち、保険基盤安定分、事務費分の減及び財政安定化支援事業分

の増によるものであります。

６款諸収入は１２６万９，０００円で、対前年比６万１，０００円の減であり、経過措

置として区分しておりました退職被保険者分の予算科目のうち、給付の納付に係る科目を

一般被保険者へ統合したことによるものであります。

以上が歳入でありますが、予算書の３４２ページから３４９ページには給与費明細書を

添付しておりますので、ご高覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、議案第１０号 令和４年度砂川市後期高齢者医療特別会計予算についてご

説明申し上げます。

予算書の４１５ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予

算の総額は歳入歳出それぞれ６億８，６０７万６，０００円と定めるものであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。４３２ページをお開き願い

ます。１款総務費、１項１目一般管理費で対前年比２３７万３，０００円の増は、主にア

ンダーラインを付しております後期高齢者医療システム機器更新委託料１９９万２，００

０円によるものであります。

４３４ページをお開き願います。２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高

齢者医療広域連合納付金で対前年比９４４万８，０００円の増は、主に保険料分負担金及

び療養給付費分負担金の増によるものであります。

４３６ページをお開き願います。３款保健事業費、１項１目健康保持増進事業費で対前

年比４３万４，０００円の増は、一つ丸、健康診査事業費の後期高齢者健康診査委託料の

増及び一つ丸、保健・介護一体的実施推進事業費の地域での個別支援、通いの場等への関

与を実施する保健師報酬の増によるものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては４１９ページ、総括でご説明申し上げま

す。１款後期高齢者医療保険料は２億３，８０７万７，０００円で、対前年比３０４万７，

０００円の増であり、主に被保険者数の増によるものであります。

２款後期高齢者医療広域連合支出金は９２万９，０００円で、対前年比４５万２，００

０円の増であり、主に令和４年１０月から一部の後期高齢者の窓口負担割合が見直しされ

ることに伴う事務経費に対し交付される特別調整交付金の皆増によるものであります。

３款繰入金は４億３，４５１万４，０００円で、対前年比８２４万９，０００円の増で

あり、主に一般会計繰入金のうち、療養給付費分繰入金の増によるものであります。

５款諸収入は１，２５５万５，０００円で、対前年比５０万６，０００円の増は、健康

診査事業及び保健・介護一体的実施推進事業に伴う受託事業収入の増によるものでありま

す。
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以上が歳入でありますが、予算書の４４４ページから４４９ページには給与費明細書を

添付しておりますので、ご高覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 安田 貢君 （登壇） 議案第９号 令和４年度砂川市介護保険特別会

計予算についてご説明申し上げます。

予算書の３５１ページをお開き願います。第１条は、歳入歳出予算であり、歳入歳出予

算の総額は歳入歳出それぞれ１９億１，０１１万３，０００円と定めるものであります。

第２条は、一時借入金で、一時借入金の借入れの最高額は１億円と定めるものでありま

す。

第３条は、歳出予算の流用であり、保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じ

た場合における同一款内でのこれらの経費を各項の間で流用することができると定めるも

のであります。

それでは、主なものについて歳出からご説明申し上げます。３７８ページをお開き願い

ます。１款総務費、１項１目一般管理費でアンダーラインを表示しております電算システ

ム更新委託料６５万４，０００円は、介護保険システムのサポート終了に伴うシステム更

新に要する経費であります。

３８４ページをお開き願います。２款保険給付費、１項１目居宅介護サービス給付費で

対前年比３，２６６万１，０００円の減は、訪問介護及び通所リハビリテーションの前年

度利用実績に基づくものであります。

２目地域密着型介護サービス給付費で対前年比３，０２６万５，０００円の増は、小規

模多機能型居宅介護の前年度利用実績に基づくものであります。

３９４ページをお開き願います。５項１目特定入所者介護サービス費で１，８２８万９，

０００円の減は、昨年８月の制度改正に伴い、施設入所者等の食費の本人負担が増額とな

ったことから、給付費については減少を見込んだものであります。

以上が歳出でありますが、歳入につきましては３５７ページの総括でご説明申し上げま

す。１款保険料は３億２，７１３万２，０００円で、対前年比４８６万８，０００円の減

は第１号被保険者数の減によるものであります。

２款分担金及び負担金は１２０万４，０００円で、対前年比２万４，０００円の減は紙

おむつ利用券の利用件数の減によるものであります。

３款国庫支出金５億６５８万１，０００円で、対前年比２，０２７万６，０００円の増

は、介護保険制度の改正に伴い調整交付金の算定方法が変更となったことから、前年度交

付額に基づき増額を見込んだものであります。

４款支払基金交付金４億９，４７７万６，０００円で、対前年比５１万円の増は保険給

付費の増に伴う負担ルール分の増によるものであります。

５款道支出金２億８，４４９万６，０００円で、対前年比９２万４，０００円の減は施
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設給付分の保険給付費の減に伴う負担ルール分の減によるものであります。

６款財産収入５１万９，０００円は、基金運用利息であります。

７款繰入金２億９，５３９万６，０００円で、対前年比１，１５６万６，０００円の減

は調整交付金の増に伴い介護給付費準備基金繰入金が減ったことなどによるものでありま

す。

８款繰越金、９款諸収入につきましては、前年度と同額であります。

なお、予算書の４１２ページ及び４１３ページには給与費明細書を添付しておりますの

で、ご高覧の上、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 建設部長。

〇建設部長 近藤恭史君 （登壇） 議案第１１号 令和４年度砂川市下水道事業会計予

算についてご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお開き願います。第２条は、業務の予定量であり、公共下水道事業

は、処理区域面積８２３ヘクタール、年間有収水量１３９万９，０００立方メートルと予

定したところであります。個別排水処理施設事業は、年間有収水量２万６，５７３立方メ

ートルと予定したところであります。主要な建設改良事業は、公共下水道整備事業２，１

１２万９，０００円、個別排水処理施設整備事業１，３６８万４，０００円と予定したと

ころであります。

第３条は、収益的収入及び支出の予定額であり、下水道事業収益は７億７，４８５万８，

０００円、下水道事業費用は５億３，８５８万２，０００円と定めるものであります。

２ページをお開き願います。第４条は、資本的収入及び支出の予定額であり、資本的収

入は５，７９３万８，０００円、資本的支出は４億２，５６８万４，０００円と定め、資

本的収入額が資本的支出額に対し不足する額３億６，７７４万６，０００円は当年度分消

費税及び地方消費税資本的収支調整額３１５万７，０００円、当年度分損益勘定留保資金

１億８，１７４万７，０００円及び当年度利益剰余金処分額１億８，２８４万２，０００

円で補填するものであります。

第５条は、企業債であり、下水道資本費平準化債から過疎対策事業債まで、限度額の合

計を４，１２０万円と定めるものであります。なお、起債の方法、利率及び償還の方法は、

それぞれ記載のとおりであります。

第６条は、一時借入金であり、一時借入金の限度額は３億円と定めるものであります。

３ページを御覧願います。第７条は、予定支出の各項の経費の金額の流用であり、予定

支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、営業費用、営業外費用及び特別

損失の間の流用と定めるものであります。

第８条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費であり、職員給与費３，

１６６万２，０００円と定めるものであります。

第９条は、他会計からの補助金であり、下水道事業のため一般会計からこの会計へ補助
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を受ける金額は１億７，３７９万６，０００円であるとするものであります。

第１０条は、利益剰余金の処分であり、当年度利益剰余金のうち１億８，２８４万２，

０００円は、減債積立金として処分するものと定めるものであります。

続きまして、４ページをお開き願います。実施計画及び説明書につきましてご説明を申

し上げます。なお、説明欄でアンダーラインを付してあるのは新規事業あるいは臨時事業

であります。初めに、収益的収入でありますが、１款下水道事業収益、１項営業収益は、

前年度より４６０万２，０００円減の４億４，０１４万６，０００円を予定したところで

あります。内訳といたしましては、１目下水道使用料は汚水排水量の減に伴い、前年度よ

り３４９万円減の３億７，０５６万８，０００円、２目雨水処理負担金は雨水処理に要す

る経費の減少に伴い、前年度より１１１万２，０００円の減、６，９５７万８，０００円

を予定したところであります。

次に、２項営業外収益は、前年度より１１２万６，０００円減の３億３，４７１万２，

０００円を予定したところであります。内訳といたしましては、主に２目他会計補助金は

汚水処理に要する経費などの減少に伴い、前年度より１８７万８，０００円減の１億７，

３７９万６，０００円、３目長期前受金戻入は償却資産の増に伴い、前年度より７５万２，

０００円増の１億６，０８１万３，０００円を予定したところであります。

６ページをお開き願います。次に、収益的支出でありますが、１款下水道事業費用、１

項営業費用は、前年度より２８４万円増の４億９，１３８万４，０００円を予定したとこ

ろであります。内訳といたしましては、主に１目管渠費は管渠修繕清掃等業務委託料の増

加などに伴い、前年度より１４３万８，０００円増の３，２０９万１，０００円、３目流

域下水道管理費は令和４年度より水量負担単価が１立方メートル当たり２８円から２９円

に増額となったことなどによる石狩川流域下水道組合負担金の増加に伴い、前年度より１

１５万２，０００円増の６，３２０万１，０００円を予定したところであります。

８ページをお開き願います。５目総係費は使用料算定等事務委託負担金の減などに伴い、

前年度より１８０万２，０００円減の３，１７５万６，０００円、６目減価償却費は償却

資産取得による有形固定資産の減価償却費の増加などに伴い、前年度より１３８万６，０

００円増の３億４，２５６万円を予定したところであります。

１０ページをお開き願います。２項営業外費用は、前年度より７１７万３，０００円減

の４，６１４万８，０００円を予定したところであります。内訳といたしましては、主に

１目支払利息及び企業債取扱諸費は、過去に借り入れた起債の償還完了と利率見直し方式

で借り入れた起債の利率変更に伴い、前年度より６７０万４，０００円減の２，８１３万

２，０００円を予定したところであります。

次に、３項特別損失は、前年度と同額の５万円を予定したところであります。

次に、４項予備費は、前年度と同額の１００万円を予定したところであります。

１２ページをお開き願います。次に、資本的収入でありますが、１款資本的収入、１項
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企業債は、下水道資本費平準化債及び建設改良費に充てる企業債の減に伴い、前年度より

２，０５０万円減の４，１２０万円を予定したところであります。

次に、２項出資金は、企業債償還金の減に伴い、前年度より２２３万８，０００円減の

１，１９７万１，０００円を予定したところであります。

次に、３項国庫補助金は、社会資本整備総合交付金事業の減少に伴い、前年度より６０

０万円減の３５０万円を予定したところであります。

次に、４項分担金及び負担金は、２目負担金において下水道受益者負担金の増に伴い、

前年度より９万４，０００円増の９７万７，０００円を予定したところであります。

次に、５項長期貸付金収入は、１目一般貸付金収入において水洗便所改造資金貸付件数

減による元金収入の減に伴い、前年度より３３万円減の２９万円を予定したところであり

ます。

１４ページをお開き願います。次に、資本的支出でありますが、１款資本的支出、１項

建設改良費は、前年度より３，１４６万３，０００円減の５，２２８万５，０００円を予

定したところであります。内訳といたしましては、主に１目公共下水道整備事業費は交付

金事業としてマンホールポンプ改築実施設計委託及び公共下水道管渠点検委託を行うもの

であり、前年度より３，６０６万円減の２，１１２万９，０００円、２目流域下水道整備

事業費は北海道が実施する流域下水道施設の工事費等の増による流域下水道整備工事負担

金の増額に伴い、前年度より４４９万８，０００円増の１，７４７万２，０００円を予定

したところであります。

次に、２項企業債償還金は、過去に借り入れた起債の償還完了などに伴い、前年度より

１，６９４万５，０００円減の３億７，２３９万９，０００円を予定したところでありま

す。

次に、３項長期貸付金は、前年度と同額の１００万円を予定したところであります。

１６ページ以降は財務諸表など予算に関連する資料でありますので、ご高覧をいただき、

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 病院事務局長。

〇病院事務局長 朝日紀博君 （登壇） 議案第１２号 令和４年度砂川市病院事業会計

予算についてご説明申し上げます。

１ページをお開きいただきたいと存じます。第２条は、業務量の予定であり、病床数は

４９８床、年間患者数は入院を１３万３４人、外来を２３万１，３０８人とし、１日平均

患者数は入院を３５６人、外来を９５２人としたところであります。主要な建設改良事業

は、１、院舎改修事業、２、医療機械器具整備事業であります。

第３条は、収益的収入及び支出の予定額であり、病院事業収益は１３９億９，８３５万

円、病院事業費用は１５２億２，８６７万３，０００円と定めるものであります。

２ページをお開き願います。第４条は、資本的収入及び支出の予定額であり、資本的収
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入は１３億９，８１８万４，０００円、資本的支出は１９億７，８４９万７，０００円と

定め、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５億８，０３１万３，０００円は過

年度分損益勘定留保資金で補填するものであります。

第５条は、債務負担行為であり、医療機械器具整備について令和４年度から令和５年度

までの期間で限度額を２億７，５００万円と定めるものであります。これは、現在使用し

ている全身用エックス線コンピュータ断層撮影装置、いわゆるＣＴ装置であり、平成２２

年に購入し、経年により交換部品の供給が終了するため、令和５年度の早い時期に稼働で

きるよう更新を図るものであります。なお、本装置は発注から納品、稼働まで６か月程度

を要するものであります。

第６条は、企業債であり、院舎改修事業の起債限度額を１億８，３４０万円、医療機械

器具整備事業の起債限度額を７億５，７１０万円と定めるものであります。なお、起債の

方法、利率、償還の方法は、それぞれ記載のとおりであります。

第７条は、一時借入金の限度額を３億円と定めるものであります。

３ページになりますが、第８条は、予定支出の各項の経費の金額の流用であり、流用す

ることができる場合は、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における医業費用及び

医業外費用の間の流用と定めるものであります。

第９条は、議会の議決を経なければ流用することのできない経費であり、職員給与費７

９億９，７３７万４，０００円、交際費３５０万円と定めるものであります。

第１０条は、重要な資産の取得及び処分であり、取得する資産を器械備品の心臓カテー

テル用検査装置一式以下、記載のとおりとするものであります。

４ページをお開き願います。資本的収入でありますが、１項医業収益は４億４，９８１

万４，０００円の増額で、１目入院収益で１億５６５万４，０００円増額、１人当たりの

診療単価では１，６１５円増の６万７，２００円、２目外来収益で３億２８万９，０００

円増額、１人当たりの診療単価では１，４５７円増の１万５，４０５円、３目その他医業

収益で４，３８７万１，０００円増額を予定したものであります。

２項医業外収益は１，８１５万１，０００円の減額で、２目補助金で８４６万３，００

０円減額、６ページをお開き願います。３目負担金交付金で市からの繰入金が８５０万３，

０００円減額を予定したものであります。

３項看護専門学校収益は４０８万２，０００円の増額、４項院内保育事業収益は２２３

万８，０００円の増額を予定したものであります。

８ページをお開き願います。５項特別利益は前年度同額の３０万円を予定したものであ

ります。

１０ページをお開き願います。収益的支出でありますが、１項医業費用は５億８，９０

３万２，０００円の増額で、１目給与費で主に医師の職員数増に伴い１億３，９１７万２，

０００円の増額、１２ページをお開き願います。２目材料費で医業収益の増加に伴い１億
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５，２０６万円増額、３目経費では原油価格高騰に伴う光熱水費、燃料費の増や委託料に

おいて情報システムに係る管理業務の増に伴い２億３，０５３万５，０００円の増額、１

６ページをお開き願います。４目減価償却費で６，１５３万４，０００円増額、５目資産

減耗費で４万４，０００円減額、６目研究研修費で５７７万５，０００円増額を予定した

ものであります。

１８ページをお開き願います。２項医業外費用５０８万２，０００円の減額は、主に１

目支払利息及び企業債取扱諸費で企業債利息の減に伴い５４６万８，０００円減額を予定

したものであります。

３項看護専門学校費用は４２万円の増額で、１目給与費で３１６万５，０００円減額、

２０ページをお開き願います。２目経費で３５８万５，０００円増額を予定したものであ

ります。

２２ページをお開き願います。４項院内保育事業費用は１４９万６，０００円の増額で

あります。

５項特別損失においては５，３１４万４，０００円の増額で、主に３年に１度の退職手

当組合事前負担金の精算によるものであります。

２６ページをお開き願います。資本的収入でありますが、１項企業債は院舎改修事業及

び医療機械器具整備事業に係る借入予定額で３億４００万円の増額、２項投資償還金は１

目長期貸付金償還金で１３６万５，０００円の増額、４項出資金は１目一般会計出資金で

国の交付税算定に基づいた市からの出資金において繰入れ基準となる企業債元金償還金の

増に伴い７，１３９万円の減額を予定したものであります。

２８ページをお開き願います。資本的支出でありますが、１項建設改良費は１目院舎改

修費で院舎改修工事及びナースコール設備整備を図るもので１億８，３４５万７，０００

円の皆増、２目資産購入費は心臓カテーテル用検査装置、ベッドサイドモニターなどの医

療機械器具の整備を図るもので１億５，５６６万５，０００円の増額を予定したものであ

ります。院舎改修事業につきましては附属説明資料ナンバー１、資産購入費につきまして

は附属説明資料ナンバー２を添付しておりますので、ご高覧いただきたく存じます。

２項企業債償還金は１目元金償還金において１億２１１万９，０００円の減額、３項投

資は１目長期貸付金において看護学生への修学資金の貸与を行うもので３０万円の減額を

予定したものであります。

３０ページ以降は財務諸表など予算に関連する資料でありますので、ご高覧いただき、

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

〇議長 水島美喜子君 以上で各議案の提案説明を終わります。

◎休会の件について

〇議長 水島美喜子君 お諮りします。



－123－

３月１１日は、議案調査等のため本会議を休会にしたいと思います。このことにご異議

ありませんでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議なしと認め、３月１１日は休会することに決定いたしました。

◎散会宣告

〇議長 水島美喜子君 以上で本日の日程は全て終了しました。

本日はこれで散会いたします。

散会 午前１１時５４分


